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―大気汚染― 

資料１ 福島市内の測定局における測定結果 

 
１．大気汚染常時監視調査結果（総括表） 

測定項目        項  目 
測定局 

南町局 森合局 古川局 松浪町局 

二酸化硫黄 

年平均値 (ppm) 0.000  0.000  － － 

1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間) 0  0  － － 

日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日) 0  0  － － 

一酸化炭素 

年平均値 (ppm) － － － 0.2  

8時間値が20ppmを超えた回数 (回) － － － 0  

日平均値が10ppmを超えた日数 (日) － － － 0  

浮遊粒子状物質 

年平均値 (mg/㎥) 0.021  0.013  0.014  0.016  

1時間値が0.20mg/㎥を超えた時間数 (時間) 0  0  0  0 

日平均値が0.10mg/㎥を超えた日数 (日) 0  0  0  0  

光化学オキシダント 

昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm) 0.055 0.059  欠測 － 

昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間) 100  66  － － 

昼間の１時間値の最高値 (ppm) 0.091  0.287  － － 

二酸化窒素 
年平均値 (ppm) 0.005  0.004  0.003  0.006  

日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日) 0  0  0  0  

微小粒子状物質 
年平均値 (μg/㎥) － 10.0  12.0 － 

日平均値が35μg/㎥を超えた日数 (日) － 0  0 － 

 

２．有害大気汚染物質等の測定結果 

測定項目 単位 

測定結果（平均値） 
環境基準、指針値等 

(※１は指針値、※２は令和３年度常時監視全国平均値) 
一般環境 

(桜木町) 

沿道調査 

(松浪町) 

ベンゼン µg/㎥ 0.47 0.50 1年平均値が      3 µg/㎥ 以下であること。 

トリクロロエチレン 〃 0.021 － 〃 130 µg/㎥    〃 

テトラクロロエチレン 〃 0.006 － 〃 200 µg/㎥    〃 

ジクロロメタン 〃 0.52 － 〃 150 µg/㎥    〃 

塩化メチル 〃 1.1 － 1年平均値が   94 µg/㎥ 以下であること。 (※1) 

1,2-ジクロロエタン 〃 0.046 － 〃 1.6 µg/㎥    〃     (※1) 

1,3-ブタジエン 〃 － 0.018 〃 2.5 µg/㎥    〃     (※1) 

ニッケル化合物 ng/㎥ 0.77 － 〃  25 ng/㎥    〃     (※1) 

水銀及びその化合物 〃 1.6 － 〃  40 ng/㎥    〃     (※1) 

トルエン µg/㎥ 2.0 2.3 一般環境5.4 µg/㎥、沿道8.5 µg/㎥ (※2) 

ベンゾ[ａ]ピレン ng/㎥ － 0.083 沿道0.13 ng/㎥ (※2) 

酸化エチレン µg/㎥ 0.051 0.054 一般環境0.061 µg/㎥、沿道0.068 µg/㎥ (※2) 

 

３．一般環境大気中アスベスト濃度調査結果 
（単位：本/Ｌ） 

調査地点 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均 

桜木町 
地点① 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 

地点② 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 

 注 測定結果には、アスベスト以外も含む総繊維数濃度（本/L）を記載。“検出せず”は、検出下限値（0.056 本/L）未満を意味する。 
   総繊維数濃度が１本/Ｌを超えた場合は、顕著なアスベスト飛散が疑われるものとして、電子顕微鏡などにより、アスベストの存在を確認するこ

ととされている。（アスベストモニタリングマニュアル、環境省） 



 36 

 

４．大気汚染状況の推移 
 
（１）二酸化硫黄（ＳＯ２） 

（２）一酸化炭素（ＣＯ） 
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（３）浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） 

（４）光化学オキシダント（ＯＸ） 
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（５）二酸化窒素（ＮＯ２） 

（６）微小粒子状物質（ＰＭ２.５） 

0.000

0.004

0.008

0.012

0.016

0.020

R4.4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 R5.1月 2月 3月ppm

〇経月変化

南町 森合 古川 松浪町

0.000

0.004

0.008

0.012

0.016

0.020

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4ppm

〇経年変化

南町 森合

古川 杉妻(～H29)

松浪町(H30～) 福島県平均値

全国平均値(一般局)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

R4.4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 R5.1月 2月 3月μg/㎥

〇経月変化

森合 古川(８月まで欠測)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4μg/㎥

〇経年変化

森合 古川 福島県平均値 全国平均値



 39 

 

 

（７）非メタン炭化水素（ＮＭＨＣ） 
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資料２ 大気汚染関係施設の届出状況 
 

１．大気汚染防止法に基づく特定施設 

（１）ばい煙発生施設 

項番号 施  設  名 施設数 

1 ボイラー 412 

5 金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉 8 

6 金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉 6 

9 窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉 7 

11 乾燥炉 3 

12 製銑､製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造の用に供する電気炉 1 

13 廃棄物焼却炉 5 

14 銅､鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉､焼結炉､溶鉱炉､転炉､溶解炉及び乾燥炉 1 

施設数 計 443 

事業所数計 195 

（令和 5 年 3 月 31 日現在） 

（２）揮発性有機化合物排出施設 

項番号 施  設  名 施設数 

1 揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設 1 

施設数 計 1 

事業所数計 1 

（令和 5 年 3 月 31 日現在） 

（３）粉じん発生施設 

項番号 施  設  名 施設数 

2 鉱物又は土石の堆積場 8 

3 ベルトコンベア及びバケットコンベア 59 

4 破砕機及び摩砕機 7 

5 ふるい 10 

施設数 計 84 

事業所数計 8 

（令和 5 年 3 月 31 日現在） 

２．福島県生活環境の保全等に関する条例に基づくばい煙発生施設 

項番号 施  設  名 施設数 

4 廃棄物焼却炉 5 

施設数 計 5 

事業所数計 3 

（令和 5 年 3 月 31 日現在） 

３．福島市公害防止対策条例に基づく粉じん発生施設 

項番号 施  設  名 施設数 

7 鉱物､土石又はのこぎりくずの堆積場 7 

施設数 計 7 

事業所数計 7 

（令和 5 年 3 月 31 日現在） 


